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※は県例規集登載
【告示】

番 号 表 題 担当課名

２３７ 狩猟免許の更新を受けようとする者を対象 鳥獣対策・ふるさと

とする適性検査及び講習を実施する件 創造課

２３８ 土地改良区の定款の変更を認可した件 農山漁村振興課

２３９ 同 同

【教育長訓令】

番 号 表 題 担当課名

２※ 徳島県教育委員会の事務の決裁及び専決に

関する規程の一部を改正する訓令



徳
島
県
告
示
第
二
百
三
十
七
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第

五
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
狩
猟
免
許
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
を
対
象
と
す
る
適
性
検
査
及
び
講
習

を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

令
和
五
年
五
月
二
十
三
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

適
性
検
査
及
び
講
習
の
対
象
者

令
和
二
年
に
狩
猟
免
許
を
受
け
た
者
及
び
狩
猟
免
許
の
更
新
を
受
け
た
者

二

適
性
検
査
及
び
更
新
の
日
時
及
び
場
所

会
場
名

日

時

場

所

徳
島
会
場

第
一
回

令
和
五
年
七
月
十
三
日
（
木
曜
日
）

徳
島
市
新
蔵
町
一
丁
目
六
七

午
後
一
時
か
ら

徳
島
県
徳
島
合
同
庁
舎

第
二
回

同

十
四
日
（
金
曜
日
）

同

午
後
一
時
か
ら

第
三
回

同

十
九
日
（
水
曜
日
）

吉
野
川
市
川
島
町
宮
島
七
三
六

一

―

午
後
一
時
か
ら

徳
島
県
吉
野
川
合
同
庁
舎

第
四
回

同

二
十
一
日
（
金
曜
日
）

徳
島
市
新
蔵
町
一
丁
目
六
七

午
後
一
時
か
ら

徳
島
県
徳
島
合
同
庁
舎

第
五
回

同

八
月
十
日
（
木
曜
日
）

同

午
後
一
時
か
ら

第
六
回

同

八
月
二
十
五
日
（
金
曜
日
）

同

午
後
一
時
か
ら

阿
南
会
場

第
一
回

同

七
月
九
日
（
日
曜
日
）

阿
南
市
領
家
町
野
神
三
一
九

午
前
十
時
か
ら

徳
島
県
南
部
総
合
県
民
局
保
健
福
祉
環
境
部

阿
南
庁
舎

第
二
回

同

十
日
（
月
曜
日
）

海
部
郡
美
波
町
奥
河
内
字
弁
才
天
一
七

一

―

午
後
一
時
か
ら

徳
島
県
南
部
総
合
県
民
局
美
波
庁
舎

第
三
回

同

十
一
日
（
火
曜
日
）

那
賀
郡
那
賀
町
和
食
郷
字
南
川
一
〇
四

一
―

午
後
一
時
か
ら

那
賀
町
地
域
交
流
セ
ン
タ
ー

第
四
回

同

三
十
日
（
日
曜
日
）

阿
南
市
領
家
町
野
神
三
一
九

午
前
十
時
か
ら

徳
島
県
南
部
総
合
県
民
局
保
健
福
祉
環
境
部

阿
南
庁
舎

美
馬
会
場

第
一
回

同

十
九
日
（
水
曜
日
）

三
好
市
池
田
町
マ
チ
二
一
四
五

一

―

午
後
一
時
三
十
分
か
ら

三
好
市
役
所

第
二
分
庁
舎

第
二
回

同

二
十
一
日
（
金
曜
日
）

美
馬
市
脇
町
猪
尻
字
建
神
社
下
南
七
三

午
後
一
時
三
十
分
か
ら

徳
島
県
西
部
総
合
県
民
局
美
馬
庁
舎

第
三
回

同

二
十
五
日
（
火
曜
日
）

同

午
後
一
時
三
十
分
か
ら

三

狩
猟
免
許
更
新
申
請
書
の
提
出
期
間

こ
の
告
示
の
日
か
ら
各
々
の
適
性
検
査
及
び
講
習
の
日
の
十
日
前
ま
で

四

狩
猟
免
許
更
新
申
請
書
の
提
出
先

対

象

者

提

出

先



徳
島
会
場
で
適
性
検
査
及
び
講
習
を
受
け
よ

徳
島
市
新
蔵
町
一
丁
目
六
七

う
と
す
る
者

徳
島
県
東
部
農
林
水
産
局

阿
南
会
場
で
適
性
検
査
及
び
講
習
を
受
け
よ

阿
南
市
領
家
町
野
神
三
一
九

う
と
す
る
者

徳
島
県
南
部
総
合
県
民
局
保
健
福
祉
環
境
部

美
馬
会
場
で
適
性
検
査
及
び
講
習
を
受
け
よ

美
馬
市
脇
町
大
字
猪
尻
字
建
神
社
下
南
七
三

う
と
す
る
者

徳
島
県
西
部
総
合
県
民
局
保
健
福
祉
環
境
部



徳
島
県
告
示
第
二
百
三
十
八
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
土
地
改

良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
五
年
五
月
二
十
三
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

土

地

改

良

区

の

事

務

所

の

所

在

地

及

び

名

称

認

可

年

月

日

板
野
郡
上
板
町

令
和
五
年
五
月
八
日

板
名
用
水
土
地
改
良
区



徳
島
県
告
示
第
二
百
三
十
九
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
土
地
改

良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
五
年
五
月
二
十
三
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

土

地

改

良

区

の

事

務

所

の

所

在

地

及

び

名

称

認

可

年

月

日

徳
島
市
不
動
西
町

令
和
五
年
五
月
八
日

飯
尾
川
堰
土
地
改
良
区



徳
島
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
第
二
号

庁

中

一

般

各

教

育

機

関

徳
島
県
教
育
委
員
会
の
事
務
の
決
裁
及
び
専
決
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。

令
和
五
年
五
月
二
十
三
日

徳
島
県
教
育
委
員
会
教
育
長

浩

一

徳
島
県
教
育
委
員
会
の
事
務
の
決
裁
及
び
専
決
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

徳
島
県
教
育
委
員
会
の
事
務
の
決
裁
及
び
専
決
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
六
年
徳
島
県
教
育
委
員
会

教
育
長
訓
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
表
中
第
七
項
を
第
八
項
と
し
、
第
六
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

七

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

１

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
）

に
関
す
る
次
の
こ
と
。

イ

第
七
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
の
取
得

課
長

ロ

第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
簿
の
作
成

課
長

ハ

第
百
十
四
条
第
一
項
（
第
百
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

課
長

合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
提
案
の
審
査

ニ

第
百
十
五
条
（
第
百
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

課
長

む
。
）
の
規
定
に
よ
る
契
約
の
締
結

２

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
（
令
和
四
年
徳
島
県
条
例

課
長

第
五
十
五
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録

別
表
第
二
教
育
政
策
課
の
表
中
第
十
四
項
を
第
十
五
項
と
し
、
第
五
項
か
ら
第
十
三
項
ま
で
を
一
項
ず

つ
繰
り
下
げ
、
第
四
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

五

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

１

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

イ

第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
簿
の
公
表

課
長

ロ

第
百
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
提
案
の
募
集

課
長

別
表
第
三
中
「
並
び
に
第
七
項
第
十
号
」
を
「
、
第
七
項
並
び
に
第
八
項
第
十
号
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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